
 

 

私立幼稚園教育水準向上支援事業費補助金交付要綱 

 

                            令和３年１０月２８ 日 

                            ３生私振第１１８７ 号 

                            生 活 文 化 局 長 決 定 

 

第１ 通則 

私立幼稚園教育水準向上支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

東京都私立学校教育助成条例（昭和５３年東京都条例第１０号。以下「条例」という。）第４

条及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３２条の２の規定によるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

 

第２ 補助目的及び補助事業 

１ この補助金は、東京都内に所在する私立幼稚園及び私立幼稚園型認定こども園（以下「私

立幼稚園等」という。）が、保護者や地域からのニーズに応じた質の高い幼児教育を提供す

る場合において、その経費を補助することにより、幼児教育の質の向上を促進することを

目的とする。 

２ この補助金の交付の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、私立幼稚園等で行

われる教育水準の向上に向けた取組で、以下の事業分類のいずれかに該当とする事業とす

る。なお、取組内容や成果について、報告書等の形で分かやすく取りまとめ、学校教育法

等に定める学校関係者評価を実施し、報告書等及び評価結果を自園のホームページで公表

しなければならない。 

（１）幼児教育の内容・方法の改善 

（２）幼児教育を担う人材の育成・専門性の向上 

（３）家庭・地域における幼児教育の支援 

（４）新型コロナウイルス感染症に対応した取組 

 

第３  補助対象事業者 

１ 補助対象事業者（以下「私立幼稚園等設置者」という。）は、学校教育法等に定める自

己評価及び学校関係者評価を実施し、評価結果を自園のホームページで公表している、次

の者とする。 

（１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２条の規定により幼稚園を設置する学校法

人 

（２）学校教育法附則第６条の規定により幼稚園を設置する者及び私立幼稚園教育振興事業

費補助金交付要綱実施細目（平成１３年１０月１２日付１３生文私振第４９４号生活

文化局長決定）の規定に準ずる者 

２ 暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条例」

という。）第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をい

う。以下同じ。）及び次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。 

（１）暴力団（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 



 

（２）法人その他の団体の代表者、役員並びに評議員及び教職員等又は使用人その他の従業

者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの 

 

第４ 補助対象経費等 

１ 知事は、私立幼稚園等設置者が、補助事業を行う場合に、これに必要な経費について、

予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、国又は地方公共団体等の他の補助金の対象と

なる事業に要する経費を除くものとする。 

２ 補助事業に要する経費の内容、範囲等については、別表に定めるものとする。なお、算

定された補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 

 

第５ 交付の申請 

補助金の交付を受けようとする私立幼稚園等設置者は、交付申請書（別記第１号様式）及

びその他必要とする書類（以下「交付申請書等」という。）を知事に提出しなければならな

い。 

 

第６ 交付の決定及び通知 

１ 知事は、第５の規定による交付申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、当

該申請に係る補助事業の目的及び内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたと

きは、補助金の交付を決定するとともに、補助金の交付の決定を受けた私立幼稚園等設置

者（以下「補助事業者」という。）に対し、その結果を通知するものとする。 

２ 知事が必要と認めた場合には、補助を受けようとする者が、第３ ２に規定する暴力団員

等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する。 

 

第７ 申請の撤回 

知事は、補助金の交付の決定通知に際して、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条

件に異議があるときは、通知受領の日から１４日以内に申請の撤回をすることができる旨を

補助事業者に対し通知するものとする。 

 

第８ 交付の条件 

補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件

を付するものとする。 

（１）補助金は、補助事業に要する経費に使用するものとし、この目的以外に使用し、又は

交付決定の内容に定められた執行方法に反して使用してはならない。 

（２）補助事業は、第９に定める期間内に完了しなければならない。この期間内に完了しな

い場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、補助事業者は、速やかにその理由そ

の他必要な事項を文書により知事に報告しその処理について指示を受けなければならな

い。 

（３）補助事業者が次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、あらかじめ知事の承認

を受けなければならない。ただし、ア及びイに掲げる事項のうち軽微なものについては、

この限りでない。 

   ア 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 



 

   イ 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

   ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（４）知事が東京都職員をして、この補助事業について、関係書類及び物件を調査させた場

合又は補助事業の遂行状況その他必要な事項について報告を命じた場合は、補助事業者

は、これに応じなければならない。 

（５）知事は、（４）による調査又は報告により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付

した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って遂行すべきことを命

ずるものとする。 

（６）補助事業者が（５）の命令に違反したときは、知事は、この補助事業の遂行について

一時停止を命ずることがあり、この場合においては、補助事業者は、指定する期日まで

に交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を採らなければならな

い。 

（７）補助事業者は、第５又は第１０の規定により提出した書類の内容に錯誤があることが

判明した場合は、速やかにその内容について文書により知事に報告しなければならない。 

 

第９ 補助事業の実施期間 

  この補助事業は、補助金交付年度の４月１日から翌年３月３１日までに完了しなければな

らない。 

 

第１０ 実績報告 

補助事業者は、補助事業の完了後、実績報告書（別記第２号様式）及びその他必要とする

書類を知事に提出しなければならない。 

 

第１１ 補助金の額の確定 

知事は、第１０の規定による実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により補助事業

の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき

補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

 

第１２ 是正のための措置 

知事は、第１１の規定による審査又は調査により補助事業の成果が補助金の交付決定の内

容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に定める事項に適合しないと認めるときは、これ

に適合させるための措置を命ずることができる。 

 

第１３ 決定の取消 

１ 知事は、この補助金の交付の決定を受けた補助事業者が、次の（１）から（９）までの

いずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 

（２）補助金を他の用途に使用した場合 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

（４）条例第６条第 1 項の各号の一に該当する場合 

（５）本要綱に基づく知事の処分又は指示に違反した場合 



 

（６）第５又は第１０の規定により提出した書類に、不実の記載があった場合 

（７）補助事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員並びに評議員及び教職員等

又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。）が暴力団員等に該当するに至った

とき 

（８）第８（７）に規定する報告を受けた場合 

（９）その他やむを得ないと認められる特別な事情が生じた場合 

２ １の規定は、第１１の規定による補助金の額の確定があった後においても適用すること

ができるものとする。 

 

第１４ 補助金の返還 

１ 知事が、第１３の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者は、知事が指定する

期日までに、当該取消額を返還しなければならない。 

２ 知事が、第１１の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、補助事業者は、知事が指定する期日までに、当該超過額

を返還しなければならない。 

 

第１５ 違約加算金及び延滞金 

１ 知事が、第１３ １（１）から（７）までの規定により、補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消した場合において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、その命

令に係る補助金の受領の日から納付日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納

付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき、年１０．９

５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなけ

ればならない。 

２ 知事が、補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納

期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数

に応じ、その未納付額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００

円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 

第１６ 違約加算金の計算 

  知事は、第１５ １の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の

納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を

命じた補助金の額に充てるものとする。 

 

第１７ 延滞金の計算 

  知事は、第１５ ２の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助

金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付額からその納付金額を控除した額を基

礎として、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。 

 

第１８ 補助金の経理 



 

１ 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して、補助事業の収

入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、１の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、１の収支

簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

第１９ 財産の管理・処分の制限 

１ 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を、当該補助事業者の 

定める管理規定に基づき、補助事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもっ 

て管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（一個又は一組の取得

価格が５０万円以上の財産とする。）を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければなら

ない。ただし、取得日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）により定められた年数を経過した財産は除く。 

 

第２０ 補則 

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、条例、東京都私立学

校教育助成条例施行規則（昭和５３年東京都規則第８２号）及び東京都補助金等交付規則（昭

和３７年東京都規則第１４１号）に定めるところによる。 

 

第２１ その他 

知事は、この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項を、別に定める

ことができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年１０月２８日から施行し、同年４月１日から適用する。 



 

別 表 

 

 

補助対象経費 １園当たりの補助上限額 補助率 

第２ ２（１）～（４）の取組の実施に必要

な経費（給料手当（非常勤職員に対するもの）、

報償費、旅費、消耗品費、燃料費、会議費、印

刷製本費、備品購入費、通信運搬費、広告料、

手数料、雑役務費、委託料、保険料、使用料及

び賃借料、工事費） 

１００万円。ただし、定員内

実員１００人未満の場合は

８０万円 

１０／１０ 

 

 

 

 

  


